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『 労働条件にまつわる注意点︕ 』

令和４年５月２４⽇
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします
※質問は常時「チャット」にてお受けします

※終了時 アンケートへのご協⼒もお願いします︕
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講師紹介
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★プロフィール
中村 仁（特定社会保険労務士）
昭和55年 静岡県富士市⽣まれ（⼭梨県⾝延町育ち）
趣味 ギター、映画鑑賞、ちょっとだけゴルフ

★社会保険労務士法人シャイン
経営理念 輝く「人財」づくりに挑戦し続け

お客様と「喜び」「幸せ」を共有する
事務所所在地 ⼭梨県⾝延町
社歴 平成２２年１０⽉開所（平成２８年１０⽉法人化）
事務所体制 社労士２名、職員２名 計４名

★事務所の特徴
・⼭梨県、静岡県で相談実績２００社以上。
・労務管理に特化しており、トラブル予防型の労務管理を提案。
・「A4⼀枚評価制度」を⽤いた人事・賃⾦制度構築。
・ペーパーレス、テレワークなどを社内のDX化を積極的に実施。

近時はzoomを⽤いた研修を数多く実施。



雇用とは︖
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労働契約とは︖

労働者 使⽤者
（会社）

使⽤者に使⽤され労働する

労働者を使⽤し賃⾦を⽀払う

会社と従業員（社員）は、労働⼒、お⾦をやりとりする
「労働契約」をする。「労働契約」は労働者が⽴場的に
弱いため、労働基準法その他の法律で保護されている。

労働基準法、その他の法律で労働者を保護
労働時間、賃⾦、休⽇、解雇、

ハラスメント、育児・介護休業など



条件通知に関する注意点
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■雇い入れ時の書面による労働条件通知は義務（労基法１５条）。
書面以外の方法も一部OKに。

■ひな形はインターネットで取得可能（顧問先様はシャイン提供可）。
労働時間、賃⾦、退職など⼀定の法定事項（次⾴参照）を確認。

■書面を作ることで、労使共に労働条件を明確にすることが出来る為、
条件の整理の為にも作成すべき。

■有期労働契約（３カ⽉、半年契約など）は、更新の際に都度書面で、
更新することが重要。

■面倒でも条件などが変わる都度、条件通知、給与辞令など、書面で
通知しておくことがトラブル防止には重要。



労働条件通知書とは︖
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【絶対的記載事項】
①労働契約の期間に関する事項
②労働契約期間の定めがある場合

→更新の有無および更新の基準
③就業の場所及び従事する業務に関する

事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を

越える労働の有無、休憩時間、休⽇、
休暇並びに交代制の就業転換に関する
事項

⑤賃⾦(退職手当を除く)の決定、計算及
び⽀払の方法、賃⾦の締め切り及び⽀
払の時期、昇給に関する事項

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含
む）
【パートタイマーは下記も義務】

①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口



条件通知方法

6出所︓https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf



雇用契約書と労働条件通知書

7

雇用契約書
…労働者と雇⽤主との間の労働契約の内容を明らかにするための契約書

労働条件通知書
…雇⽤契約を結ぶ際に「事業主側から労働者に通知する義務のある事項」

が記載されている書類

Q.雇⽤契約書がなく、労働条件通知のみある場合、問題か︖

A.法違反はない。ただし、労働条件通知書は契約内容になるものではない。

職種/勤務地特定、更新上限、パートの勤務⽇/勤務時間等は雇⽤契約書
で合意しておきたい。

⇒労働契約の内容にすべき事項が含まれる場合には、労働条件通知書を
「労働条件通知書 兼 雇⽤契約書」として必要事項を追記し、労働者
から署名押印をもらう。



労働条件通知の記入例等（厚労省モデル）
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期間雇⽤者の場合、適
正に通知を出す必要あ
り。
期限切れで交付してい
ると期間が有効になら
ない。

例︓本社（○○市○○）、指定の場所 など
一般事務 および付随業務

社会保険労務士法人シャイン
⾝延町○○

９ 00 18 00

中小企業も変形労働は
使える場面が非常に多
い。
⾃社に合った制度があ
ると時間外労働（割増
賃⾦）が⼤幅に減る
ケースがある。

○○太郎

休憩は６時間超で45分
８時間超で60分必要。
時間外労働については
労基署に36協定の届出が
必要。

60

45 360
4

雇⽤区分は記入した方が
よい。正社員、パートタ
イマー、嘱託社員

「労働条件通知書兼雇⽤
契約書」に変更



有期契約関係の諸注意
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・契約更新の手続きが不⼗分だと、いざ有期契約満了を理由と
したい場合に無効になる可能性。

・更新を期待させる発⾔にも注意（⽂書の発⾏がなくとも更新
が有効になり得る）

・複数回更新している場合「①客観的に合理的な理由を⽋き、
②社会通念上相当と認められない」雇止めは無効。
⇒業務上の注意等は「書面」で⾏い、証拠を残しておく。

・有期契約者の解雇は基本出来ない。



労働条件通知の記入例等②
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年休を入社当初から使
わせている会社もある
が、管理上、法律に
則って処理するのがよ
いと考える。

今後「同一労働同一賃⾦」
関係で、適当な休暇はパー
トへの付与の問題にもなり
得る。明確にしておく。

土、⽇

１０

育児休業、介護休業…

年休付与の基本ルールはYOUTUBEにて。
「【労務管理ワンポイント︕】年次有給休暇の付与について」で検索

なし



労働条件通知の記入例等③
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賃⾦の決定方法に法律的な縛り
はない。
今後、同一労働同一賃⾦で正
規・非正規のバランスは意識す
る必要が出てくる。

250,000

手当は必ずつける必要はない。
人手不⾜時代、雇⽤施策のひと
つとして、戦略的に考える。
上記と同じく、同一同一の標的
になる為、手当は全体として縮
小傾向。25 0

35 25
25

10
末

口座振込 賃⾦の⽀払いは原則「現⾦払
い」。本人が同意する場合、口
座振込も認められる。
口座を伝えられた時点で、同意
していると考えられるが「口座
振込依頼書」などにしておくと
よい。天引きは保険料、税以外厳しい。積⽴⾦、⾷費など

を控除する場合、協定が必要。
昇給、賞与は必ず「業績による」「しない場合があ
る」を入れておく。



労働条件通知の記入例等④
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定年年齢は法律で６０歳が最低。
また希望する場合、６５歳まで
の定年後再雇⽤が必要。

60

65

30

就業規則による

就業規則

有期労働契約の場合、更新に関
する条項は必須。



有期・パートタイマー ４点セット
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雇用契約書として
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上記契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、
各１通を保有する。

2022年●月●⽇

（甲） 株式会社 ●●
代表取締役 ●●

（乙） 住所
氏名

条件通知書の下部に記載



固定残業代は可能か︖
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理論的には可能だが、超えるハードルがいくつかある。
・就業規則、条件通知等で制度があることを明⽰。

（口頭の説明のみ、⽉給に含めている等の説明では不可）

・〇円が〇時間分ということを労働者本人が理解し同意している。
⾦額が分かれていることも必須。
基本給 〇〇円 固定残業手当 〇〇円
（⽉約〇時間分と時間外労働相当額として、時間外・深夜、休⽇

割増手当に充当する）

・設定時間の上限は４５時間がひとつの目安。

・固定残業代を超える労働があった場合は、別途支給する
（そのことも規則等に明⽰する）。
しない場合は、制度が無効化するおそれ。

⇒無効となる場合、基本給３０万円、固定残業代１０万円のような
ケースであれば、４０万円がすべて基本給扱いになり残業単価が
跳ね上がってしまう。



「試用期間」の運用を誤っていないか︖
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採⽤
・内定

雇⽤開始
試⽤期間

試⽤期間満了
本採⽤

雇用契約終了
の難度イメージ

定年

■「試用期間」≠「有期雇用契約」

■採用内定後、会社都合の「採用取り消し」は解雇と同様に注意。

■『１４⽇以内の解雇は問題がない』は間違い。
解雇予告手当の⽀払いが不要なだけで、解雇権濫⽤なら不当解雇に。



パート等への説明義務の拡大
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事業主が講ずべき措置 雇い入れ時の
説明

求めたがあった
ときの説明

労働条件に関する⽂書の交付等 ○

就業規則の作成手続き ○

短時間・有期雇用労働者と通常の労働者
との間の待遇の相違の内容及び理由 ○

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇
⽤労働者に対する差別取り扱いの禁止 ○ ○

賃⾦ ○ ○
教育訓練 ○ ○
福利厚⽣施設 ○ ○
通常の労働者への転換 ○ ○



有期・パートタイマーに関する雇入れ時 説明
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出所︓https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html



条件通知に関連したトラブル等
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■雇⽤契約書で条件を⽰している場合があるが、法定の内容を含めて
いない。

■賃⾦関係の⾦額の記載ミス等（条件通知を出す際に、必ず本人と
⾦額等については説明・確認を⾏う）

■手当の⽀給ルールなどが不明確で、関係ない社員にまで⽀給して
いたケース。

■期間雇⽤者の更新を怠り、問題を抱える社員だった場合に、契約期間
の件も含め話がこじれた案件。

■固定残業等の説明が不⼗分で、勤務数年後に未払い賃⾦案件になり
かけた案件。

■役職手当、営業手当などに残業代を含めているとし、⼗分な説明内容
が⾏われていない案件。



労働時間等に関する⾖知識
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【所定・法定 労働時間】
所定労働時間…「契約上の時間」 １⽇６時間勤務など。
法定労働時間…「１週４０時間、１⽇８時間」

【所定・法定 休⽇】
法定休⽇は「原則週１⽇の休み」。所定休⽇は「契約上の休み」。
週休２⽇の場合、１⽇は所定休⽇（法定外休⽇）、１⽇が法定休⽇。

所定外休⽇の場合 割増率は1.25倍以上（１週４０時間超の時間外）。
法定休⽇の場合 割増率は1.35倍以上。

【休⽇︖休暇︖】
休⽇は「元々働かなくてよい⽇」。休暇は「労働義務の免除」。
⽉〜⾦曜が勤務の会社は、土⽇が休⽇。⽉〜⾦に休む場合、休暇。
休暇は労働者の権利。休暇の権利がなければ⽋勤。

⇒休⽇に年次有給休暇を使うというのは理論上、あり得ない。



人事評価制度、賃⾦制度 お任せください︕
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【著者︓榎本あつし先⽣と】
中小企業向けの「業績向上」を得意とする人事制度。
「人事制度の学校」の人事構築士として活動中︕
https://ps-school.net/jinji/



参加の皆様へ
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■無料相談
来所またはzoomによりお受けします。

アンケート、メール、HP、お電話にてお問合せください。

■無料web通信 ご紹介ください︕
実務に役⽴つ情報を毎⽉ご提供します

登録フォーム https://i-
magazine.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=shainsr&task=regist

【次回web通信 令和4年6月21⽇（火）】
『変形労働時間制の活用法︕』
14時〜15時 参加費︓無料

https://forms.gle/LdGuW15UwdV1VNY88
本⽇のアンケートからお申込み可能です︕



顧問先様はweb通信の録画がいつでも⾒られます︕
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パスワードは別途連絡しております。
ご不明な場合は、お気軽にご連絡ください。



御清聴ありがとうございました︕
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【社会保険労務士法人 シャイン】

職場の安心感の架け橋となり
成⻑する「人・組織づくり」に貢献する

就業規則の⾒直し、賃⾦設計
労務管理など、お気軽にお問合せ下さい。

（顧問契約、スポット対応あり）

TEL 0556-62-2710 FAX 0556-62-3620
http://sr-shain.com/
info@sr-shain.com
公式LINE @sr-shain


